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 令和８年度京都府内中小企業等のワーク・ライフ・バランス推進及び 

育児休業取得促進に係る企業支援業務 仕様書 

 

１ 趣旨 

  京都府内中小企業等を対象に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下

「女性活躍推進法」という。）及び「次世代育成支援対策推進法」（以下「次世代法」とい

う。）に基づく一般事業主行動計画の策定支援や男性育児休業取得促進、女性活躍推進など、

働きやすい職場環境づくり支援を行い、ワーク・ライフ・バランスを実現するための職場環

境の整備を促す。 

 

２ 業務の実施場所 

  京都府内全域 

 

３ 業務内容  

以下の取組を実施し、数値目標を達成すること。 

（１）数値目標 

ア 働きやすい職場環境づくり支援  【支援企業 ４０社】 

  ＜内訳＞ 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定に係る支援を実施することで

当該行動計画について所管労働局への届出を行った企業（常時雇用する労働者数

が１００人以下のもの） ３０社 

次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定に係る支援など、男性育児休業取得

促進のための環境整備に係る助言を主とした支援を実施した企業 １０社 

 イ 男性育休促進セミナー参加者数  【参加者数 ４０名】 

 （２）働きやすい職場環境づくり支援 

   中小企業等に対してのワーク・ライフ・バランス推進について、働きかけを行うほ

か、ワーク・ライフ・バランス推進に対し関心の低い企業へも、積極的にアプローチす

ることで、３（１）を達成するための支援を実施すること。 

ア 京都府が提供する京都府内のアプローチ候補企業のリスト及び事業者独自リスト

等により、支援を必要とする企業に向けて、電話・メール・訪問・オンライン等によ

り、ワーク・ライフ・バランス推進に関する実情（関心事・困りごと・実現したいこ

と等）、ニーズや課題を把握すること。 

イ 女性活躍推進法及び次世代法に基づく一般事業主行動計画策定支援や男性育休取

得促進など、ワーク・ライフ・バランス推進のための以下のような「働きやすい職場

環境づくり支援」を企業ごとに実施すること。 

（取組例） ・一般事業主行動計画策定・届出に係る助言 

      ・育児休業取得促進のための環境整備等に係る助言 

・労働時間縮減や生産性向上の仕組みづくりに係る助言 

・社内研修・ワークショップ等の実施 

・人事評価制度に係る助言 

・職場ハラスメント防止のための助言 

・好事例の紹介   など 

        ※あくまでも取組例であるため、自由な発想により企画提案すること 

ウ 支援した企業ごとにアンケートを実施し、取りまとめて報告すること。なお、手

法及び内容については京都府と調整すること。 
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エ 各企業への支援の記録については、企業名、担当者、主なやりとり等を記録した

報告書を作成し、毎月府に報告を行いその後の対応について協議するとともに、必

要に応じて企業に対するフォローを行うこと。 

  （３）男性育休促進セミナーの実施 

企業の管理職、人事・総務担当者等を対象にした、男性育休への理解、企業風土の改

善など男性の育休取得を促進する上での企業課題の解消につながる内容のセミナーを

企画、募集、実施すること。 

なお、開催方法（オンライン・現地・ハイブリッド）、開催日（平日・休日）、開催

時間等、より効果的かつ参加者確保が見込める方法について提案すること。 

ア 実施回数：１回以上 

イ 対 象 者：企業の管理職、人事・総務担当者等 

ウ 定  員：４０名程度 

エ 開催場所：京都市内 

オ 実施方法：対面・オンラインのいずれによる開催も可とする 

（対面とオンラインの併用も可） 

カ セミナー内容例 

・育児休業取得による企業のメリット 

・育児休業制度（取得方法、期間、育児休業給付金等） 

・男性社員が育児休業を取得しやすくする環境づくり 

・好事例の紹介   など 

 ※あくまでも例であるため、自由な発想により企画提案すること 

    キ セミナーを対面で実施する場合は、子ども同伴による参加を可能とし、同伴乳幼

児（就学前）に対する保育の希望を参加者に確認すること。保育希望がある場合に

は、必要な場所を確保すること。なお、保育士の手配については、京都府が行う。 

ク 参加者にアンケートを実施し、取りまとめて報告すること。なお、手法及び内容

については京都府と調整すること。 

  （４）広報の実施 

     ３（１）に記載の事業目標達成のため、積極的な広報を実施すること。 

（５）情報共有 

本事業により得た情報については京都府と共有すること。 

また、事業開始翌月以降、あらかじめ日程（毎月初など）を定め、定期的に進捗確

認・情報共有すること。 

     緊急の対応が必要なケースが発生した場合は、速やかに情報共有を行い、対応につ      

いて京都府と協議すること。 

  （６）人員体制 

     中小企業に対する人事、労務、ワーク・ライフ・バランス等に精通した社会保険労務

士資格を有するものを１名以上、かつキャリアコンサルタント等の資格（国家資格キ

ャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング技能士、キャリア・ディベロップ

メント・アドバイザー、産業カウンセラー、その他これに類する資格）を有するものを

１名以上配置すること。 

 

４ 業務上の留意事項 

（１）京都府事業の受託であることを理解し、法令を遵守し業務を執行すること。 

（２）本業務は、こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」を活用した事業である
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ため、業務に係る書類は事業終了後５年間保存の上、京都府監査委員の監査や会計検

査院の検査対象となった場合は協力すること。 

（３）業務の進捗管理を徹底し、京都府に対して随時報告を行い、指導等を受け、円滑な

業務の進行に努めること。 

（４）本事業を通じて取得した個人情報については、個人情報の保護に関する法律等に基

づき、適正に管理し取り扱うこと。 

（５）業務に課題がある又は起こりうると予想される場合には、その要因を分析するとと

もに、京都府と協議の上、積極的に改善に取り組むこと。 

（６）本業務仕様書に定めのない事項や細部の業務内容については、京都府と協議して決

定するものとする。 

 

５ 業務完了報告 

  本業務が完了したときは直ちに次の事項を記載した業務完了報告書を提出すること。 

（１）本事業の実施結果 

（２）本事業に要した経費内訳 


